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            こんにちは。 

            こちらは、滋賀県 食品安全監視センターです。 
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（１） 食品表示法の施行について 

 

 

   平成２５年６月に公布された食品表示法が今年の４月１日から施行され、併せて食品表示法第 4条 

    に基づき食品表示基準（平成二七年内閣府令第十号）が公布・施行（一部未施行）されました。 

      今回は、新しい表示制度を定めた目的と、食品表示法施行により従来の表示制度と大きな変更があ 

     った点の概要を紹介します。 

 

  ≪食品表示法制定の目的≫ 

     食品表示について、一般的なルールを定めている法律には、食品衛生法、農林物資の規格化及び品 

    質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）、および健康増進法の３法がありましたが、目的が異なる 

  ３つの法律にルールが定められていたために、制度が複雑で、分かりにくいものとなっていました。 

   食品品表示法は、これら３法の食品の表示に関する規定を統合したもので、食品の表示に関する包 

  括的かつ一元的な制度を創設するものです。 

  

  ≪食品表示法施行後の旧制度からの主な改正点≫ 

   ☆加工食品と生鮮食品の区分の統一☆ 

    ＪＡＳ法と食品衛生法において異なっていた食品の区分について、ＪＡＳ法の考え方に基づく区 

   分に統一・整理されました。 

    また、従来、食品衛生法において表示対象とされていなかった、軽度の撒塩、生干しなど簡易な 

   調理、加工を施したものが、「加工食品」として整理され、新たにアレルゲン、製造所所在地等の 

   表示が義務化されました。 

     

   ☆製造所固有記号の使用にかかるルールの変更☆ 

     従来は１つの製造所において製品を製造している場合でも製造所固有記号を利用できていました 

   が、今後は原則として、同一製品を２以上の工場で製造する場合に限り製造所固有記号が利用可能 

    となります。 

        なお、製造所固有記号を使用する場合には、次のいずれかの事項を表示する必要があります。 

      ①製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先 



      ②製造所所在地等を表示したＷｅｂサイトのアドレス等 

      ③当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等 

    また、業務用食品については、変更の対象となりません。 

      

    ～～製造所固有記号については、平成２８年４月１日からの施行となります。～～ 

     

 

     

      ☆アレルギー表示に係るルールの変更☆ 

    ①特定加工食品および拡大表記が廃止されます。 

     特定加工食品とは、表記として特定原材料または代替表記を含まないが、一般的に特定原材料 

          を含むことが予測できると考えられてきたもので、卵を含むマヨネーズ小麦を含むマヨネーズ、 

          小麦を含むパンなどがありますが、これらの食品についてもアレルギー表示が必要になります。 

 

     

    ②原則として、それぞれの原材料や添加物の直後に括弧を付して特定原材料等を含む旨を表示する 

     個別表示になります。 

     【個別表示の表示例】 

     （原材料名 : ×××、ハム（卵・豚肉を含む）、△△△、乳化剤（大豆由来）、□□□） 

      

    ③一括表示する場合は、一括表示を見ることで、その食品に含まれる全ての特定原材料等を把握で 

     き、アレルギー表示の見落としの防止を図るため、特定原材料等そのものが原材料として表示さ 

     れている場合や、代替表記等で表示されているものも含め、一括表示には当該食品に含まれる全 

     ての特定原材料等を表示する必要があります。 

     【一括表示の表示例】 

     ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

     ∽  ○○○（△△△△、ごま油）、□□、×××、醤油、マヨネーズ、たん白加水分解物、∽  

     ∽  卵黄、食塩、◇◇◇、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、          ∽ 

     ∽  甘味料（ステビア）、◎◎◎（一部に小麦・卵・ごま・大豆を含む）                ∽ 

     ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

     ※醤油、マヨネーズ、たん白加水分解物、卵黄は、特定原材料等を含む食品 

     ※ごま油、ゴマは、代替表記及び代替表記の拡大表記であるが、一括表示にも表示 

 

 

    ☆加工食品の栄養成分表示の義務化☆ 

      食品関連事業者に対し、原則として、全ての消費者向けの加工食品および添加物への栄養成分表示が 

     義務付けられました。表示項目としては下記の３つ（①義務項目、②任意（推奨）項目、③任意（その 

     他）項目）に分かれています 

 

       ① 【義務項目】エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム（「食塩相当量」で表示） 

 

       ② 【任意（推奨）】飽和脂肪酸、食物繊維 

 

       ③ 【任意（その他）】糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類 

 

     なお、加工食品の栄養成分表示の義務化については、①おおむね常時使用する従業員の数が 20 人 

       以下の事業者、②業務用食品を販売する事業者、③食品関連事業者以外の販売者は、栄養成分の量 

       を表示しなくともよいとされています。 

        

            ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                 ∽  栄養成分表示 １袋あたり  ∽ 

            ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                 ∽  熱量       ●●kcal ∽  

                 ∽  たんぱく質        △△ｇ    ∽ 

                 ∽   脂質         ◇◇g     ∽ 

            ∽  炭水化物     □□ｇ  ∽   

                 ∽  食塩相当量    ☆☆ｇ  ∽ 

                 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

 

       ☆新たな機能性表示制度（機能性食品）の創設☆ 

        特定の保険の目的が期待できる（健康の維持および増進に役立つ）という食品の機能性を表示す 

       ることができる制度で、消費者庁長官に届け出た安全性や機能性に関する一定の科学的根拠に基づ 

       き、事業者の責任において表示を行うものです。 

  

   

    ≪新しい表示制度の切替えについて≫ 



      食品表示法による新たな表示制度は、平成２７年４月１日からスタートしていますが、加工食品と 

     添加物は平成３２年３月３１日までの５年間、生鮮食品は平成２８年９月３０日までの１年６か月の 

     間、以前の制度に基づく表示を認めるという猶予期間を設けています。 

      ただし、新たな機能性食品表示制度については、新しい制度のため猶予期間を設けていませんので 

     注意が必要です。 

  

     その他、旧制度からの主な変更点としては、 

    ★表示レイアウトの改善 

    ★通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定 

    ★栄養強調表示に関してのルールの改善 

    ★栄養機能食品に関してのルールの変更 

    ★原材料名表示等にかかるルールの変更 

   などがあります。 

   詳細については、消費者庁ホームページの食品表示に関するお知らせをご覧ください。 

   

      ●食品表示一元化情報（消費者庁ＨＰ内） 

    http://www.caa.go.jp/foods/index18.html 

    ●食品表示基準（消費者庁ＨＰ内） 

        http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150320_kijyun.pdf 

       ●食品表示基準の概要（消費者庁ＨＰ内） 

        http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150331_kijyun-gaiyo.pdf 
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（２）お知らせ   ～ 食品表示基準に係る説明会について ～ 

 

    

   消費者庁より、食品表示基準説明会の案内がありましたのでお知らせします。 

   説明会では、食品表示基準について、旧制度からの主な変更点を中心に、通知・Ｑ＆Ａの重要な点 

      についても説明される予定となっています。 

   全国９か所で説明会の開催が予定されていますが、申込み期限が平成２７年５月２０日(水)１８時 

      までとなっておりますので、参加を希望される方はお早めにお申し込みください。 

  

   【説明会開催案内ＵＲＬ（消費者庁ＨＰ内）】 

       http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150511_prerelease.pdf 

 

      【説明会申込みフォームＵＲＬ（消費者庁ＨＰ内）】 

       https://form.caa.go.jp/shohisha/opinion-0079.php 
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（３）セーフードしが（S-HACCP）が変わりました！！ 

 

 

   「滋賀県食の安全・安心推進条例」第 13 条に規定する認証が、平成 26 年 5月 12 日に厚生労働省が 

   ガイドラインに新設した「HACCP 導入型基準」に合致するよう、認証基準等が改正されました。 

   改正された基準は、平成２７年４月１日以降の新規申請から適用されます。 

 

   改正１ 認証の名称が変わりました！ 

    認証名が「食品自主衛生管理認証」から「食品高度衛生管理認証」となり、認証書の様式に、 

    危害要因分析・重要管理点方式（HACCP）による衛生管理が行われる工程である旨が記載され 

    ます。 

   

   改正２ 認証の対象行為が、「製造」と「加工」 から 「調理」 にも拡大されました！ 

     ・「調理」行為として、新たに学校給食や配食弁当、旅館・ホテル等の大量調理施設への 

      HACCP の導入と認証が期待されます。 

     ・これに伴い、食品衛生上の表示が不要な食品については、表示に関する認証基準を免除 

      する規定を設けられ、表示のない中間製品等も認証対象とできるようになりました。 

 

   改正３ 認証基準の用語および定義が「HACCP 導入型基準」に統一されました！ 

      用語（旧）    用語（新）     定義（新） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



  危害の防止措置   危害の管理措置    食品衛生上の危害の原因となる物質による危害 

                       の発生を防止するための措置 

  モニタリング    モニタリング     管理措置について、実施状況を連続的または相 

                       当の頻度の確認 

  重要工程      重要管理点      管理措置について、モニタリングを必要とする 

                       もの 

  独自設定基準    管理基準       危害の原因となる物質を許容限度まで低減し、 

                       または排除するための基準 

  改善措置      改善措置       モニタリングにより管理措置が適切に講じられ 

                       ていないと認められたときに講ずべき措置 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

  改正４ 危害要因リストの作成！  

     あらかじめ認証基準に示された「重要工程」が削除され、事業者自ら「危害要因リスト」 

     を作成し、重要管理点を定める基準が新設されました。 

   

  【危害要因リストに記載すべき事項】 

   ① 製造等の工程ごとに発生するおそれのある全ての危害の原因となる物質 

   ② ①の各物質が、健康に悪影響を及ぼす可能性および製品の特性等を考慮して、 

     食品衛生上の危害の原因となる物質であるか否かの別およびその根拠 

   ③ 危害が発生するおそれのある工程ごとに、②で特定された危害の管理措置 

   ④ 重要管理点か否かの別 

   ⑤ 重要管理点を定めない場合は、その理由 

  

  経過措置 

  ・平成 27 年 3月 31 日までに取得された認証は、認証書に記載された有効期間に関わらず、有効期 

   間が一律に平成 30 年 3月 31 日まで延長されます。 

  ・旧認証に対しては、この経過措置期間は、改正前の規則が適用されることになります。 

 

    

  ≪お願い≫  

   旧認証は、なるべく早く 新基準による認証へ移行申請をしてください。 

  ・旧認証は、平成 30 年 3月 31 日までに新認証基準に適合するよう「危害要因リスト」の作成等を 

   行い、新認証基準に基づく認証への移行を申請しないと、認証が自動消滅しますのでご注意 

   ください。 

  ・平成 27 年 4月 1日からは、新認証基準に移行した認証または新認証基準に基づく新規認証を 

   「HACCP 導入型基準」に適合する認証として取り扱うこととしますのでご承知ください。 

  ・改正後の「滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則（認証基準）」等は、食品安全監視セン 

   ターのホームページに掲載していますので、ご確認ください。 

  

   【滋賀県食品安全監視センターホームページ】 

    http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html     

 

  ・新認証基準への移行手続については、危害要因リストの作成方法等の講習会や外部検証を通 

   じて別途お知らせする予定ですが、ご不明の点は食品安全監視センターまでご相談ください。 
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（４）滋賀県食品自主衛生管理認証制度（セーフードしが）認証情報 

 

 

  平成 27 年 3月 25 日付けで下記の 5施設がセーフードしが施設として新たに認証されました。 

  

  ① 施設名 ： 天平  

    所在地 ： 高島市新旭町太田７７５ 

    業 種 ： 魚ねり製品製造業 

 

  ② 施設名 ： 谷口製麺所 

    所在地 ： 甲賀市水口町日電２－１０ 

    業 種 ： めん類製造業（ゆでめん） 

 

  ③ 施設名 ： 日本コカ・コーラ株式会社 守山工場 

    所在地 ： 守山市阿村町４９ 

    業 種 ： 添加物製造業 

   

  ④ 施設名 ： マルマタ 



    所在地 ： 愛知郡愛荘町愛知川１８６ 

    業 種 ： 漬物製造業（加熱殺菌した漬物） 

 

  ⑤ 施設名 ： 島本微生物工業株式会社 

    所在地 ： 甲賀市水口町本丸１－２３ 

    業 種 ： 食品製造業（植物性発酵食品） 

 

  今回の認証をもって旧基準による認証が最後となりました。 

  平成 18 年度の認証制度発足以来、累計 147 認証となりましたが、認証を受けた施設にあっては、これ 

  までの基準をステップとして、（３）の新基準による認証へ移行し、更なる衛生レベルの向上に努 

  めていただきますようよろしくお願いいたします。 

  

 「セーフードしが」認証施設は下記アドレスに掲載しています。↓ 

  http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/230ninsyosisetu.html 
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  食品安全監視センターの所在地・連絡先  

   〒５２０－０８３４  

     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  

      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    

      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

       http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  

     

   ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

      「晴嵐」交差点の角（ちなみに周辺は近江八景の一つ「粟津の晴嵐」です。） 

    

           

 ◆───―――――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－―――――――――───◆ 

                

    今年度から「ぷちリス」の編集担当をさせていただくこととなりました、川端です。 

 

    皆様のニーズに応えられるような内容の配信に努めたいと思います。  

     

    よろしくお願いいたします。 

   

      みなさまからのご意見・ご感想を下記アドレスまでお寄せください。 

     （皆様の送付先のアドレスが変更になった場合等もお知らせください） 

                  

              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  

      の「食の安全情報」にアクセスしてください。 

                   ↓  ↓  ↓  

           http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/index.html 

 

 

       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 

                        ↓  ↓  ↓ 

        http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 

      

 ◆───―――――――――――――――――――――――――――――――――――――───◆  

 


